
　ご 担 当 者　様

インフルエンザ出張予防接種ご利用にあたって

出張予防接種は、事業所に医療スタッフを派遣して予防接種を行います。
医療機関によっては、1事業所あたりの実施人数が異なりますので、予防接種医療機関一覧表の
出張接種欄をご確認のうえお申込みください。

１.お申込方法

①　出張予防接種を希望する事業所は、あらかじめ、ご担当者から、医療機関に電話等で接種日
　　の予約を行ったうえ、利用申込書に申込者名簿を添えてＦＡＸ等で医療機関にお申込ください。
　　なお、利用者負担金の支払方法も併せてご確認ください。

②　利用申込書の太枠内に記入漏れがないか必ずご確認ください。
　　また、申込者名簿については、利用者の保険証番号、氏名（漢字・フリガナ）、性別、続柄、
　　生年月日を記入してください。なお、申込者名簿は、最大30名まで記入できますが、30名を
　　超える場合は、コピー等をしてご利用ください。

⑤　予防接種後に、身体に異変を感じた場合は、医師に相談し、指示に従ってください。

⑥　利用申込書（申込者名簿含む）は、契約医療機関以外では使用できません。契約医療機関に
　　ついてはホームページ（URL http://www.toshinkyo.or.jp/influenza.html）をご覧ください。

⑦　事業所の所在地が遠隔の場合は、出張接種ができないこともありますので、医療機関にご確認
　　ください。

③　利用申込書及び申込者名簿作成にあたっては、同一事業所内で、健康保険証の「事業所記号」が
　　異なる方が利用する場合は、事業所の記号ごとに、複数日にわたって利用する場合は、接種日
　　ごとにご記入ください。

２.注意事項

①　予防接種当日、利用者が健康保険の資格を喪失している場合は受診できませんのでご注意くだ
　　さい。

②　予防接種は、組合が定めた有効期限内に受診してください。なお、有効期限内における接種
　　回数は、原則として、1人1回となります。

③　予防接種料金は、利用申込書の太枠内に「組合補助金額」が表示してある場合、その差額を
　　利用者分をとりまとめて医療機関へお支払ください。

④　予診票などの記載が必要となりますので、予約時に確認し、医療機関の指示に従ってください。


